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新興市場等の信頼性回復・活性化策について(2) 
 

平成 23年３月 29日 

金融庁「アクションプラン」 取引所の主な取組み等 （参考）日証協「新興市場のあり方を考える委員会」 

１．上場前の企業の新興市場への上場促進 

① グリーンシートの活用促進 

・ グリーンシート銘柄に指定されている間に

良好な開示実績等を有する場合には、新興

市場への上場の際に審査を簡略化する等の

メリットを付与し、上場に向けた企業の負

担を軽減する。 

 

 

※ 左記金融庁「アクションプラン」、取引所の主な取組

み等以外で、新興市場等の信頼性回復・活性化に向けた

主な提言 

② 一定の質が確保された上場前の企業のリ

スト化 

・ ベンチャーキャピタルが出資している企業

や有価証券届出書を提出した実績のある企業

のリストを作成、公表する。 

 

 

 

 【マザーズ】未上場ベンチャー企業に対する上場支援の強化 

・ 未上場ベンチャー企業と市場関係者との交流イベントの開催 

【ジャスダック】地域活性化プロジェクト 

・ 中小企業基盤整備機構との業務提携を通じた「ＪＡＳＤＡＱ地域フォー

ラム」の開催を通じた中堅・中小企業の支援 

 

（ベンチャーキャピタル） 

・ ベンチャーキャピタルによる独自の新興企業ファンド

の組成 

（取引所） 

・ マネジメント層を含めた優秀な人材の確保に向けた取

組み 

 

２．上場審査等の信頼性回復・負担軽減等 

③ 有価証券報告書等の虚偽記載の防止に向

けた密度の高い情報共有 
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金融庁「アクションプラン」 取引所の主な取組み等 （参考）日証協「新興市場のあり方を考える委員会」 

(第２部会) 

・ 上場申請企業と早い段階から接触のある主

幹事証券会社と監査人の間で、早期から情

報交換を行う枠組につき検討する。 

・ 主幹事証券会社、監査人及び取引所の間で、

有価証券報告書の虚偽記載等の事例につい

て情報交換を行う枠組につき検討する。 

 

【マザーズ】上場審査の実効性向上のための市場関係者との連携の強化等 

・ 主幹事証券会社、会計監査人及び財務局との情報共有と対応の要請 

（柔軟かつ機動的な実効性の高い対応を実務的に構築） 

・ 主幹事証券会社に対し引受審査内容（特に留意した事項及び重点的に確

認した事項）の報告要請 

・ 有価証券報告書の虚偽記載等の事例について情報交換 

・ 他の取引所との上場申請会社に関する情報の共有範囲の拡大 

 【マザーズ・ジャスダック】財務諸表の信頼性向上のための対応 

・ 上場会社監査事務所による監査の義務付け 

 

④ 引受審査等における審査の適正化・明確

化等 

・ 上場を延期・断念すべき旨の打診が行われ

る際には、原則として文書交付等の手段に

より明確な理由の提示を行う。明確な理由

提示が困難な場合がある反社会的勢力の関

与等については、企業が確認すべき範囲や

取引所等の審査の取扱につき整理・見直し

を行う。 

・ 売上げに占める割合がごくわずかである項

目の予実乖離等、企業全体から見て軽微と

考えられる事項については審査を簡略化す

る。 

 

【マザーズ】市場コンセプトに即した上場審査手法の導入 

・ 上場審査項目「事業計画の合理性」の審査について、上場直後の経営成

績が良好となる見込みのあることは要件とはしないことを明確化し、長

期的な視点で事業計画の実現可能性を評価する方法へ変更  

【マザーズ・ジャスダック】上場審査プロセスの効率化のための対応等 

（マザーズ・ジャスダック） 

・ 新規上場申請時に主幹事証券会社が作成・提出する「推薦書」の提出時

期の見直し（取引所が上場を承認するまでに提出） 

（マザーズ） 

・ 標準上場審査期間（上場審査申請受理後２か月以内）の設定 

・ 上場審査プロセスの整理・見直し 

・ 上場審査スケデュールの事前提示 

（市場関係者） 

・ 市場関係者による反社会的勢力に関する情報共有の取

組みの一層の推進 
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金融庁「アクションプラン」 取引所の主な取組み等 （参考）日証協「新興市場のあり方を考える委員会」 

・ ある項目で指摘事項が発生した場合でも他

の項目に関する審査を続けること等により

審査期間の短縮を実現する。 

 

・ 上場に至らない場合の文書による明確な理由等の説明 

・ 反社会的勢力の関与等について確認すべき範囲や審査の取扱の整理・見

直し 

・ 上場準備段階における事前相談の透明性の向上、フォローアップの強化 

（ジャスダック） 

・ 上場に至らない場合の文書による明確な理由等の説明 

・ 反社会的勢力の関与等について確認すべき範囲や審査の取扱の整理・見

直し 

(第２部会) 

・ 日本公認会計士協会、日本証券業協会及び

取引所の間で、例えば監査法人等との間で

アドバイザリー契約を一定期間締結した実

績がある等、一定水準の体制が整っている

と認められる企業に対していわゆる遡及監

査を行うことについての考え方を確認す

る。併せて、上場準備段階には至っていな

い企業に対して当該考え方の周知を行う。 

 

 

【マザーズ】遡及監査の実施に向けた慣行整備 

・ 今後の市場関係者の議論を踏まえ、必要な上場制度の見直しを検討 

・ 日本公認会計士協会に対し、いわゆる遡及監査の実施に関連して必要な

環境整備を要請 

 

３．上場企業に対する負担の軽減及び適切な

上場管理の実施 

⑤ 内部統制報告制度の見直し 

 

 

 

 

（金融庁 企業会計審議会内部統制部会において検討） 
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金融庁「アクションプラン」 取引所の主な取組み等 （参考）日証協「新興市場のあり方を考える委員会」 

⑥ 成功事例を積極的に生み出すための支援

の重点化 

・ 流動性の高い企業や一定水準以上のＩＲ活

動の実績がある企業等に対して、取引所の

イニシアティブによりアナリストレポート

のカバレッジを拡大する。 

・ 取引所は、流動性、時価総額等に着目して

選別された銘柄で構成されるインデックス

を作成しＥＴＦの組成を促すことで、投資

資金を呼び込む。 

・ 上場直後で内部体制が相対的に整っていな

い企業に対して、上場後一定期間に限り主

幹事証券会社がＩＲ活動を支援する。 

 

 

 

【ジャスダック】個人投資家向け情報発信強化プロジェクト 

・「ＪＡＳＤＡＱアナリストレポート・プラットフォーム」の構築 

・「会社四季報ＪＱレポート」の公表 

【マザーズ】アナリスト・カバレッジ拡大に向けた取組みの実施 

【ジャスダック】インデックスの整備及びその商品化 

・ JASDAQ指数、J-Stockインデックス、JASDAQ-TOP20インデックス算出 

・ TOP20を対象とした ETFの上場 

 

 

 

 

 

 

 

 

（証券会社） 

・累積投資型の投資信託・確定拠出年金の対象への取込み 

 【マザーズ】上場後間もない会社のＩＲ支援 

・ アナリストや機関投資家を対象としたマザーズ上場会社の合同ＩＲ説明

会の開催 

・ ＩＲ助言サービスの活用支援 

【ジャスダック】上場会社のＩＲ支援等 

・ アナリストや機関投資家を対象としたジャスダック上場会社の事業・決

算説明会の開催 
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金融庁「アクションプラン」 取引所の主な取組み等 （参考）日証協「新興市場のあり方を考える委員会」 

⑦ リスク情報を含めた継続的な情報発信・

開示の促進 

・ 新興市場の上場企業が投資者に情報発信・

開示すべきリスク情報につき検討するとと

もに、上場企業の大まかな業種や特性に応

じてリスク情報の類型を整理する。 

・ 取引所は、定期的かつ継続的に実施される

会社説明会等のＩＲ活動の場において、リ

スク情報についても積極的な情報発信・開

示を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取引所） 

・ 報道機関との新興市場等に関する基本的な知識・情報

の共有の場の設置 

・ 投資家に向けた積極的な企業情報の配信 

（日証協） 

・ 新興市場に関する広報活動の推進 

・ 金融・経済教育を通じた新興市場、起業家の教育、経

営のリスク等の周知 

・ 新興市場全般のデータや情報インフラの整備、周知啓 

発  
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金融庁「アクションプラン」 取引所の主な取組み等 （参考）日証協「新興市場のあり方を考える委員会」 

４．新興市場から他の市場等への移行等 

⑧ 新興市場の位置づけの明確化 

・ 成長性には乏しくなったものの引き続き上

場し続ける企業に対しては、各取引所の本

則市場等（ＪＡＳＤＡＱ「スタンダード」

区分を含む。）の位置づけも勘案しつつ、新

興市場の位置づけを明確化するための取組

を行う。併せて、上場を維持することが不

適切な企業については、一定の基準を設け

て市場からの退出が図られるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

【マザーズ】市場コンセプト明確化のための対応 

① 長期上場銘柄に係る上場廃止基準の見直し 

上場後 10年を経過したマザーズ上場会社については、本則市場の上場

廃止基準と同水準の基準を適用 

② 市場コンセプトへの適合性確認プロセスの新設 

・ 上場後 10 年を経過したマザーズ上場会社は、マザーズへの上場継続

又は市場第二部への上場市場の変更を選択 

・ マザーズへの上場継続の場合には、企業価値又は株価の評価に係る専

門的知識及び経験を有する者による高い成長可能性の確認  

【ジャスダック】市場コンセプト明確化及び上場管理・上場廃止基準の充

実・厳格化による信頼性向上策 

・ 現在のＪＡＳＤＡＱ市場を米国ＮＡＳＤＡＱ市場を成功モデルとしたエ

ンドマーケットとして整備 

・ 投資家に注意喚起を促す「監視区分」の新設 

・ 上場管理体制の強化 

・ 営業キャッシュフロー等の財務悪化要件に基づく上場廃止基準の新設 

 

 

（取引所） 

・ 投資家の属性を意識した市場（一般投資家参加型、非

参加型）の位置付け 

⑨ 上場廃止銘柄の受皿の整備 

・ 現状では上場廃止銘柄の受皿としてのフェ

ニックス銘柄には１銘柄のみが指定されて

いるが、仮に上場廃止となる銘柄が増加す

る場合、その対応に必要なシステムの整備

等を行う。 

【日証協】 

・ 仮に上場廃止となる銘柄が増加する場合に備えて、その対応に必要なシ

ステム、清算体制の整備、開示・売買管理体制等の検討 

 

 

 

 

 

 

 


